
藤岡市告示第１０６号 

 

 藤岡市住宅用火災警報器設置費補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和４年９月１４日 

                   藤岡市長 新 井 雅 博      

 

   藤岡市住宅用火災警報器設置費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、住宅火災における安全確保を図るため、住宅用火災警報器

（以下「警報器」という。）を設置した高齢者に対し、予算の範囲内で藤岡市

住宅用火災警報器設置費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

関し、藤岡市補助金等に関する規則（昭和４２年規則第２号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 市内に住民登録があり、その住所地に居住している者 

 (2) ６５歳以上の者 

 (3) ひとり暮らしの者又は高齢者世帯の者 

 (4) 住民税非課税世帯の者 

 (5) 市税を滞納していない者（世帯員を含む。） 

 (6) 他の制度による警報器の給付又は貸与を受けていない者（世帯員を含

む。） 

 （補助対象） 

第３条 補助金の交付の対象となる警報器は、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

 (1) 次のいずれにも該当する住宅に設置する警報器であること。 

  ア 補助対象者が所有し、かつ、居住する住宅 

  イ 平成１８年５月３１日までに建築された住宅 

 (2) 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合火災予防条例（平成２８年多野藤岡広

域市町村圏振興整備組合条例第７号）第２９条の２の規定により設置した住

宅用防災警報器であること。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、警報器の設置に要した費用の２分の１に相当する額（１

００円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。）とし、５，０００



円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、１世帯につき１回に限るものとする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、警報

器の設置に要した費用に係る領収書に記載された領収日から起算して３０日以

内に、住宅用火災警報器設置費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 住民税非課税世帯であることを証明する書類 

 (2) 市税の滞納がないことを証明する書類 

 (3) 警報器を設置した住宅の建築年月日が確認できる書類 

 (4) 警報器の設置に要した費用に係る領収書の写し 

 (5) 警報器の製造元、品名等が確認できる書類 

 (6) 警報器の設置前と設置後の状況が確認できる写真 

 (7) 暴力団排除に関する誓約書（様式第２号） 

 (8) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査

し、補助金の交付の可否を決定して、住宅用火災警報器設置費補助金交付（不

交付）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 （請求及び交付） 

第７条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、補助金の交付を受けようとするときは、交付決定の日の属する年

度の末日までに、住宅用火災警報器設置費補助金請求書（様式第４号）を市長

に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものと

する。 

 （補助金の返還） 

第８条 市長は、藤岡市補助金等に関する規則第９条各号に定める事項に該当す

るときは、交付決定者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

２ 前項に規定する命令を受けた者は、定められた期限内に補助金を返還しなけ

ればならない。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 



 この告示は、公表の日から施行する。 


